
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
《所得税・法人税》

１．特例の対象者
青色申告を行っている漁業者

２．特例の内容
漁業者が取得価額40万円未満の減価償却資産を取得した                             

場合、取得価額の全額を必要経費算入できます。ただし、特例
の対象となる必要経費算入額の上限は年間３００万円までとな
ります。
なお、対象資産から、取得価額10万円未満の減価償却資産

のうち貸付け（主要な事業として行われるものは除く。）用のも
のが除外されます。

取得価額
償却方法

法定償却（定額法・定率法） 3年間一括償却（1／3償却）
全額必要経費算入

（即時償却）

40万円以上 ○ × ×

20万円以上40万円
未満 ○ ×

○
（青色申告が要件）

（合計で300万円まで）10万円以上20万円
未満 ○ ○

10万円未満
－

（法人は○）
×

（法人は○）
○
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